


 

基本目標Ⅰ 生涯にわたる男女共同参画の教育 
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●施 策● 

事業名 内容 担当部署 

1 

幼児期からの男女共

同参画の学習機会の

充実 

保育園、幼稚園、こども園、小・中

学校等における日々の教育・保育の

中で、一人ひとりの個性を十分に尊

重し、各人の能力を発揮することが

できるような指導に努め、幼児期か

らの男女共同参画の学習の機会の

充実を図ります。 

子育て推進課 

学校教育課 

教育研究支援課 

２ 

児童福祉施設における

男女共同参画意識づく

りの推進 

保育士及び施設管理者において男

女共同参画意識づくりについて働き

かけます。 

子育て推進課 

３ 
学校における健康教

育の推進 

児童・生徒の発育、発達段階に応

じた正しい性に関する指導や疾病予

防、がん教育等を推進するため、健康

教育を行います。 

教育研究支援課 

  

 

① 教育の場における男女

共同参画の推進  

 

 
 

 

幼児期からの男女共同参画の学習

機会を設け、学校などにおいて、男女共

同参画の視点に立った教育の充実を図

ります。また、教職員などへ男女共同参

画についての理解を深めるための教育

を進めます。 

●施策の方向● 
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●施 策● 

事業名 内容 担当部署 

７ 

男女共同参画に関 

する市民人権講座 

の充実 

家庭・地域において、男女共同参

画に関することなど、あらゆる人権

問題についての理解を深めるため、

講座を開催します。 

人権課 

８ 

男女共同参画に関す

る人権教育講演会の

充実 

市民の人権や男女共同参画に対す

る理解を深め、人権を尊重する意識

の高揚を図るとともに、一人ひとりが

大切にされる社会の実現をめざすた

め、各地域住民及び人権ネットワーク

組織と連携しながら地域の課題に対

応した啓発講演会を実施します。 

人権教育課 

（各教育事務所） 

９ 

男女共同参画に関 

する人権出前講座 

の充実 

保護者や地域住民の人権意識の基

盤づくりを意識し、男女共同参画など

の視点も含めた、主体的に学ぶこと

のできる人権研修会を実施し、一人

ひとりが大切にされ自分が自分らし

く生きられる社会について参加者が、

学び合い、深まる機会をつくります。 

人権教育課 

 

② 家庭・地域における男

女共同参画の促進  

 

 
 

多様な教育活動の中で、家庭 ・地域

における男女共同参画の理解の促進に

努め、また、一人ひとりが大切にされ、

自分が自分らしく生きられる社会に関

する理解を深めるための取組をします。 

●施策の方向● 
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●数値目標● 

数値目標項目 取組内容 
現状値 

R3 
目標値 

R9 担当部署 

男女共同参画に関

する市民人権講座

の参加人数 

家庭・地域におい

て、男女共同参画に

関することなど、あら

ゆる人権問題につい

ての理解を深めるた

めの講座を開催しま

す。 

36 人 

（３カ年 

平均） 

4５人 

（毎年） 
人権課 

 



14.9 

17.6 
1.8 

13.5 

31.1 

12.8 

24.7 

19.3 

37.8 

36.9 

8.9 

39.9 

43.3 

31.4 

40.2 

49.9 

26.7 

22.3 

54.3 

20.2 

8.6 

30.8 

15.9 

9.2 

4.3 

4.0 

2.4 

3.3 

1.8 

5.1 

1.8 

2.9 

2.0 

1.7 

1.3 

1.2 

1.0 

1.2 

0.8 

1.3 

13.3 

13.6 

24.6 

20.2 

12.8 

17.3 

15.3 

16.4 

1.1 

4.0 

6.7 

1.9 

1.5 

1.5 

1.3 

1.1 

15.2 41.0 24.7 4.6 1.1 11.9 1.610

1

－ － － －



－ －

15.6 

20.1 
3.1 

10.5 

16.2 

9.9 

19.9 

14.6 

40.5 

45.8 

14.7 

36.5 

53.2 

33.9 

44.6 

56.3 

23.6 

19.4 

55.9 

29.1 

14.3 

33.9 

19.3 

14.1 

10.0 
4.9 

3.2 

7.2 

5.3 

6.4 

2.5 

4.2 

3.6 

2.1 

0.7 

1.1 

1.3 

1.8 

0.4 

1.0 

4.8 

5.6 

19.3 

13.6 

7.4 

12.1 

11.1 

8.6 

1.9 

2.1 

3.1 

2.0 

2.3 

2.0 

2.2 

1.3 

10 10 10 10 10 10 10 10

1

9.3 

13.6 
3.3 

35.0 

10.3 

19.1 

7.0 

35.6 

39.8 

15.2 

44.0 

36.6 

51.0 

27.7 

45.5 

30.7 

61.2 

14.4 

39.7 

22.6 

46.5 

6.5 
4.5 

2.3 

1.1 

4.0 

2.1 

8.7 

0.7 

0.5 

0.3 

0.1 

0.4 

0.2 

1.6 

2.4 

10.9 

17.7 

5.4 

9.0 

5.0 

8.6 

10 10 10 10 10 10 10
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基本目標Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの促進 
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●施 策● 

事業名 内容 担当部署 

13 
事業所訪問による 

啓発 

関係課（室）が連携して市内事業

所を訪問し、人権尊重、男女共同参

画、ワーク・ライフ・バランス、女性管

理職の登用、ハラスメント、ダイバー

シティ（多様性）等についての意識啓

発を図ります。 

人権課 

男女共同参画室 

商業振興労政課 

14 
勤労青少年講座の 

実施 

働く若年層の仲間づくりや余暇の

充実等、福祉の増進を目的に、勤労青

少年講座を実施します。 

商業振興労政課 

15 勤労者福祉の充実 

勤労者福祉の充実のため、中小企

業などの福利厚生事業を支援しま

す。 

商業振興労政課 

 

 

 

③  事 業 所 ・ 働 く場 への支

援、男女共同参画の促進  

 

 

 

男女が共に仕事と生活を両立できる

よう、事業所や勤労者に対して、働き方

や固定的な性別役割分担意識を見直す

などの意識啓発を行います。 

●施策の方向● 



－ －

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●施 策● 

事業名 内容 担当部署 

16 就業相談・就業支援 

関係機関と連携し、就業相談や就

業支援に係る窓口や施策に関する

情報の提供を行います。 

商業振興労政課 

17 
職業能力向上に向け

た支援 

関係課（室）が連携し、パソコン教室

を実施するなど、就業を希望する人

の職業能力の向上につなげます。 

男女共同参画室 

商業振興労政課 

生涯学習課 

18 就業条件向上の啓発 

最低賃金の順守など、就業条件に

係る情報に関し、広報紙への登載や

事業所訪問等を通じて啓発すること

により、就業条件の向上を図ります。 

商業振興労政課 

19 

育児・介護休業制度な

どの市職員に向けた

啓発 

職員が子育てや介護等をしなが

ら、働き続けやすい環境を整備する

ため、子どもの出生の手続時に、育

児休業制度の啓発を行うなど、育児・

介護休業制度などの利用促進を図り

ます。 

人事課 

 

 

④ 就業・能力開発のため

の支援  

 

 
 

就業を希望する人のための就業相談

や情報の提供のほか、勉強会やセミナー

などを開催し、能力開発への支援の充

実に努めます。 

●施策の方向● 



－ －

章
４
第

進
推
の
策
施

Ⅱ
標
目
本
基

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●施 策● 

事業名 内容 担当部署 

20 
起業家などに対する

支援 

市内の公的な創業支援機関と連

携し、起業・創業を考えている人な

どに対して、相談窓口の設置、勉強

会やセミナーの開催、交流会の場の

提供等の支援を行います。 

経営支援課 

21 
女 性 農 業 者 への意

識啓発・支援 

家族経営協定の締結の後、認定農

業者への共同申請を促進します。 
農林水産政策課 

 

 

 

⑤  自営業における女性活

躍の推進  

 

 
 

起業・創業を考えている人などに対し

て、勉強会やセミナーなどを開催し、ま

た、地域農業の担い手である女性農業

者への支援の充実に努めます。 

●施策の方向● 



- 46 - 

 

●数値目標● 

 

 

 

 



44.8 

36.8 

17.7 

28.3 

31.3 

25.8 

1.6 

5.5 

4.7 

3.7 

10 10 10 10 10 10

1

10 10 10 10 10 10

1

14.9 

18.6 

21.1 

18.2 

55.5 

55.7 

4.3 

4.6 

4.3 

2.9 
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60.7 

60.0 

74.4 

54.8 

65.2 

58.3 

54.8 

30.4 

48.8 

34.1 

30.8 

28.2 

26.0 

14.7 

10.3 

15.0 

7.7 

11.0 

10.6 

13.3 
4.8 

24.7 

19.5 

31.8 

31.9 

26.8 

14.0 

11.8 

24.0 

15.0 

17.9 

31.5 

21.2 

26.7 

21.4 

38.3 

29.3 

31.8 

31.9 

42.3 

56.0 

41.2 

1.7 

5.0 

2.7 
1.5 

2.4 

1.2 

2.4 

1.1 

1.4 

2.9 

3.3 

5.0 

1.5 

1.7 

16.7 

5.4 

2.3 

4.4 

1.4 

4.0 

29.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

300

20 29 20

30 39 39

40 49 73

50 59 66

60 69 60

70 42

332

20 29 41

30 39 44

40 49 91

50 59 71

60 69 50

70 34

N=

10 10 10 10 10 10

1

－ － － －



10

3.2 

4.8 

4.3 

5.2 

25.3 

31.0 

53.6 

45.9 

0.3 

0.6 

6.0 

4.2 

4.6 

4.6 

2.7 

3.6 
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基本目標Ⅲ 
政策・方針決定の場における女性の活躍

推進 
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●施 策● 

 

●施 策● 

事業名 内容 担当部署 

22 

事業所・各種団体等の

方針決定の場におけ

る男女共同参画の推

進 

事業所・各種関係団体等の方針決

定の場における男女共同参画を促進

する啓発を行います。 

男女共同参画室 

商業振興労政課 

23 

男女共同参画の視点を

取り入れた防災対策の

推進 

防災会議への女性の参画を促進す

るなど、さまざまな機会において男女

共同参画の視点を取り入れ防災対策

を推進します。 

危機管理課 

24 
農業委員会への女性

の登用の推進 

農業委員会の委員等の任命・選出

において、男女双方の視点や意見を

意思決定の場に反映するため、女性

の登用を推進します。 

農業委員会事務局 

25 
政治分野への女性の

参画の推進 

政治分野における男女共同参画を

促進するための啓発を行います。 
男女共同参画室 

 

 

 

⑥ 事業所・各種団体等の

方針決定の場における

男女共同参画の推進 

 

 
 

事業所・各種団体などの方針決定の

場や政治分野において、男女が共に自

分の意思を反映できるよう、女性の登

用に関する意識啓発や情報提供を行い

ます。 

●施策の方向● 
 



－ －

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●施 策● 

事業名 内容 担当部署 

26 
審議会などへの女性

の登用推進 

市が設置する審議会※などについ

て、女性の登用状況の把握を行うと

ともに、男女双方の視点や意見を意

思決定の場に反映するため審議会な

どへの女性の登用率が４０％を超え

るよう、女性の登用を推進します。 

※都市計画審議会や防災会議等 

全庁 

行政経営課 

27 

市職員における女性

の管理職への登用の

推進 

女性の管理職への登用を推進して

いくためには、主査、担当副主幹及び

担当主幹への積極的な登用を促進す

る必要があることから、各役職段階の

女性職員の確保を念頭に置いた職員

配置及び人材育成を行います。また、

消防職員においては、昇任試験など

の機会を通じて、女性の管理職への

登用の推進を図ります。 

人事課 

消防総務課 

 

 

⑦ 市の方針決定などにおけ

る男女共同参画の推進  

 

 
 

政策・方針決定過程への女性の参画

を図るとともに、職員各々の能力や適性

に応じた登用・配置に努めます。 

●施策の方向● 
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●数値目標● 

数値目標項目 取組内容 
現状値 

R3 
目標値 

R9 担当部署 

農業委員会におけ

る女性委員の比率 

農業委員会におけ

る女性委員の増加に

努めます。 

8.3％ 

12.5％ 

（R7） 

※１ 

農業委員会事務局 

審議会における女

性委員の比率 

市が設置する審議

会などについて、女性

の登用を推進します。 

27.0% ４０.0% 
全庁 

行政経営課 

市職員の課長級以

上の管理職に占め

る女性の比率 

本市職員における

課長級以上の管理職

に占める女性の登用

率の向上に努めます。 

11.8% 

18%

（R7） 

※２ 

人事課 

女性消防職員の人数 

消防職員における

女性職員の増加に努

めます。 

14 人 18 人 消防総務課 

※１ 農業委員会の改選時（令和７年度）における目標値 

※２ 特定事業主行動計画（令和３年度～令和７年度）における目標値 

  



15.4 

47.0 

6.0 

6.8 

17.1 

7.7 

4.3 

1.7 

20.5 

3.4 

14.5 

2.6 

9.4 

2.6 

14.4 

49.2 

4.5 

6.1 

16.7 

9.1 

7.6 

16.7 

4.5 

16.7 

4.5 

5.3 

0.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10

-10% 10%3 N=117

28 N=132

10

1.7 

79.5 18.8 
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基本目標Ⅳ 身近な暮らしの場における男女共同参画の推進 

 



－ －

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●施 策● 

 事業名 内容 担当部署 

30 子育て支援事業の充実 

地域の子育て家庭を対象に、育児

相談や親子の交流の場の提供、交流

の促進を図ります。また、子育てに

関する各種情報の提供を行います。 

子育て推進課 

31 保育サービスの充 実 

保育の需要見込みに対応するた

め、施設整備や保育士確保を進める

とともに延長・休日・一時など保育サ

ービスの充実に努めます。 

子育て推進課 

32 放課後児童対策の充実 

就労などにより、保護者が昼間家

庭にいない小学校に就学している児

童に対し、授業終了後に適切な遊び

や生活の場を提供し、健全な育成を

図ります。 

生涯学習課 

33 
ファミリー・サポート・

センター事業の充実 

子育てのお手伝いが可能な人を

紹介し、相互の信頼と了解のうえ

で、一時的に子どもを預けることが

できる事業を実施します。 

こども支援課 

 

⑧ 子育て支援の充実  

 

 
 

子育てと仕事が両立できるよう、安心

して子育てができる環境の整備とサービ

スの充実に努めるとともに、また、男性

の育児参画を推進します。 

●施策の方向● 
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●施 策● 

 事業名 内容 担当部署 

3８ 

リプロダクティブ・ヘ

ルス／ライツ（性と生

殖に関する健康・権

利）を促進する意識 

啓発 

性と生殖に関する健康と権利に

ついての理解の普及に努めます。 

男女共同参画室 

教育研究支援課 

3９ 
男女の生涯にわたる

健康の保持・促進 

乳幼児から高齢者まですべての

世代に及ぶ切れ目のない健康づく

りを行います。 

健康づくり課 

保険医療助成課 

４０ 
感染症流行などにおけ

る取組の充実 

広報紙、ケーブルテレビ、健康ま

つり等を通じて、感染症、熱中症、食

中毒の予防や対処方法について伝

えます。また、感染症の流行時は県

と連携し、発生状況など、適切な情

報を迅速に提供します。 

健康づくり課 

 

 

 

⑨ 男女の生涯にわたる健

康の支援  

 

 
 

妊娠や出産に関して、女性が自由に

選択できるよう、正しい知識の普及啓発

を図ります。また、すべての世代の健康

の保持・促進のため、適正な健康支援を

行います。 

●施策の方向● 
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●施 策● 

事業名 内容 担当部署 

４１ 包括的支援事業の実施 

地域包括支援センター・在宅介護

支援センター等、関係機関と連携

し、総合相談・支援、虐待防止・権利

擁護等を行います。 

地域包括ケア推進室 

高齢福祉課 

4２ 
介護保険サービスの

利用促進 

 要介護者の家族の介護負担を軽

減し、男女が生活の中で介護が行

えるよう、社会全体で支える仕組

みとして介護保険制度の理解の普

及、介護保険サービスの利用促進

を図ります。 

介護保険課 

  

 

⑩  介護・高齢者・障がい者

支援の充実  

 

 
 

生活上の困難を抱える人に対し、男

女共同参画の視点を踏まえ、本人への

支援及び家族の負担軽減につながるサ

ービスや環境整備により、安心して暮ら

せるよう支援します。 

●施策の方向● 
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●施 策● 

事業名 内容 担当部署 

4５ 
避難所運営委員会の

体制整備 

男女のニーズの違いや男女双方

の視点に配慮された避難所の設置

と運営に努めます。避難所運営委員

会の構成については、男女共同参画

に配慮した体制が築けるように自主

防災会などにも呼びかけます。 

防災室 

4６ 備蓄品の整備 防災室 

 

 

 

⑪ 防災対策における男女

共同参画の推進  

 

 
 

 男女双方の視点に配慮された避難所

の設置・運営や備蓄など、男女が共に支

え合 う防 災 ・ 減 災 活動 を進 めていきま

す。 

●施策の方向● 



 

●数値目標● 

数値目標項目 取組内容 
現状値 

R3 
目標値 

R9 
担当部署 

放課後児童クラブの

受け入れ可能児童数 

就労などにより、保

護者が昼間家庭にい

ない小学校に就学し

ている児童に対し、授

業終了後に適切な遊

びや生活の場を提供

し、健全な育成を図

ります。 

3,073 人 3,500 人 生涯学習課 

家庭児童相談の受

付件数 

家 庭 児 童 相 談 員

が、子育てについての

悩みや不安等の気持

ちを受けとめ、必要に

応じて専門機関へつ

なげます。 

832 人 950 人 こども支援課 

津市特定健康診査

受診率 

40 歳～74 歳の国

民健康保険加入者の

特定健康診査受診率

の向上に努めます。 

39.９％ 

６０.0％ 

（R５） 

※３ 

保険医療助成課 

女性委員を含む避

難所運営委員会の

設置 

災害時の避難所運

営について、女性の意

見や役割の重要性に

配慮した運営委員会

を設置し、体制の整備

に努めます。 

64.6％ 100.0％ 防災室 

※３ 津市第３期国民健康保険特定健康診査等実施計画（平成３０年度～令和５年度）における目標値 
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基本目標Ⅴ 
男女共同参画を阻害する暴力防止などに

対する環境の整備 

 



－ －

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●施 策● 

事業名 内容 担当部署 

4７ 
ＤＶ防止に関する啓発

の実施 

各種イベントや講座等を通じて、ＤＶ

防止に向けた啓発に努めます。 
男女共同参画室 

4８ 
ＤＶ防止のための活動

と被害者などの支援 

周囲の人が早期発見できるよう、教

育機関、保育所及び福祉関係窓口、医

療機関等との協力体制づくりに努める

とともに、庁内の関係部署や県女性相

談所、警察等の関係機関との連携によ

り、ＤＶ被害者及び同伴児童などの緊

急時における安全確保及び一時保護

を行います。また、被害者の自立に向

けて、各種制度の利用方法などの情報

提供、助言その他の援助を行います。 

こども支援課 

4９ 
児童虐待防止及び要

保護児童への支援 

ＤＶや児童虐待に関する相談及び要

保護児童への支援を児童相談所などの

関係機関と連携し、適切なタイミングで

適切な支援ができるように努めます。 

こども支援課 

  

 

⑫ DV 防止に向けた啓発、

相談 、支援体制の整備

と充実  

 

 
 

各種イベントや講座などを通じて、Ｄ

Ｖ防止に向けた啓発と、ＤＶや児童虐待

の被害者支援として、相談や支援体制

の充実を図ります。また、関係機関との

連携強化に努めます。 

●施策の方向● 
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●施 策● 

事業名 内容 担当部署 

５１ 

職場などにおけるあ

らゆるハラスメントに

対する防止対策の実施 

職場などにおけるあらゆるハラス

メントの防止に関するチラシの配付

やポスターの掲示等による啓発を行

います。また、トラブルの解決を援助

する相談機関を紹介します。 

人権課 

男女共同参画室 

商業振興労政課 

5２ 

市職員におけるあらゆ

るハラスメントの問題

に対する周知徹底及び

相談の実施 

市職員におけるあらゆるハラスメ

ントの問題に対して、その防止のため

に各所属に対しての周知・徹底を行

うとともに、引き続き相談窓口を設

け相談などに適切に対処します。 

人事課 

5３ 

教職員などにおけるあ

らゆるハラスメントに

対する防止対策の実施 

教職員などにおけるあらゆるハラ

スメントの防止に関して、管理職の研

修において啓発したり、職場におけ

る意識の改革を図るセミナーへの参

画を促します。また、啓発リーフレッ

トの配布などを通じ、セクシュアル・

ハラスメント防止の周知・徹底を図

ります。 

学校教育課 

 

 

⑬ あらゆるハラスメント防

止に向けた啓発、相談、

支援体制の整備と充実  

 

 
 

ポスター掲示や企業訪問などを通じ

て、ハラスメントを防止するための啓発

を実施します。また、ハラスメントの被害

者支援として、被害者が安心して相談

できる体制の充実を図ります。 

●施策の方向● 
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●施 策● 

事業名 内容 担当部署 

5４ 
女性のための相談 

事業の充実 

女性の身の回りのさまざまな問題に対

し、相談員が電話・面接により相談を受

け、適切に対応します。また、相談窓口に

ついて、広報紙やインターネット等を活用

し、広く市民への周知を図るとともに、各

種研修などを通じて相談員の資質向上

に努めます。 

こども支援課 

5５ 相談事業の充実 

身の回りのさまざまな問題に対して、

相談事業を実施し、弁護士による面談、専

門カウンセラーによる電話・面談での相談

を受け、適切な対応をします。 

男女共同参画室 

5６ 
メンタルヘルス事業

の推進 

勤労者のメンタルヘルスに係る問題な

どが増加する中、対策が不十分な中小企

業や事業所の相談室には行きづらいなど

の声に対応できるよう、専門のカウンセラ

ーによる相談事業を開催します。 

商業振興労政課 

5７ 
青少年相談活動の

充実 

非行その他の問題行動に悩む保護者や

悩みを抱える青少年に対し、津市青少年

センターや学校、適応指導教室等におい

て相談を行うとともに、関係機関と連携

し適切な援助を行います。 

生涯学習課 

 

 

⑭ 生活上の困難を抱える

人への相談・支援体制の

整備と充実  

 
 

さまざまな理由によって、生活上の困

難を抱える人に対し、適切に対応できる

相談体制の整備とともに、個々のライフ

スタイルや環境に応じた日常生活及び自

立への支援を行います。 

●施策の方向● 



●数値目標● 

数値目標項目 取組内容 
現状値 

R3 
目標値 

R9 担当部署 

ＤＶ被害者で相談

した人の比率 

（相談／被害者） 

各種相談機関の機

能や利用方法につい

て、広報紙・インターネ

ット等を活用し、広く

市民への周知に努め

ます。 

４０．７％ 60.0％ 男女共同参画室 
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基本目標Ⅵ 誰もが安心して暮らせる男女共同参画社会づくり 
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●施  策●  

事業名  内容  担当部署  

5８  
男女共同参画フォー 

ラムの開催  

公募市民で構成される実行委

員会と行政との協働で開催する

フォーラムを通じて、家庭や地域、

事業所等において男女共同参画

を推進できる取組や情報等を紹

介 し、市民の男女共同参画意識

の高揚を図ります。 

男女共同参画室  

 

講演会などを通じた

男女共同参画意識の

啓発 

市民を対象とした講演会やセミ

ナー・講座などを通じて、市民の男

女共同参画意識の高揚を図りま

す。 

男女共同参画室  

６０  情報紙「つばさ」の発行 

公募による編集スタッフにより、

家庭や地域、事業所等において男

女共同参画を推進できる取組や情

報等を紹介し、市民の男女共同参

画意識の高揚を図ります。 

男女共同参画室  

  

 

⑮  男 女 共 同 参 画 に関

する意識の普及  

 

 
 

広 報 紙 ・ 刊 行 物 ・ ホームページな

どを通 して、男 女 共 同 参 画 に対 す

る正 しい理 解 を促 進 するとともに、

男 女 共 同 参 画 に関 する学 習 ・ 活 動

への支 援 のため、情 報 提 供 と活 動

の機会づくりに努めます。  

●施策の方向●  
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●施  策●  

事業名  内容  担当部署  

6４  
ダイバーシティ社会

の啓発  

外国人住民向け相談窓口や各

地域での日本語教室の整備 ・拡

充 、また市内各国際交流団体と

の連携により多文化共生社会の

促進を図ります。 

市民交流課   

6５  
多 様 な性 に関 する 

啓 発 

多様な性的指向・性自認に関す

る理解を広げるため、各種イベント

や広報による啓発に努めます。 

人権課  

男女共同参画室  

 

 

⑯  女 性 の活 躍 をはじ

めとするダイバーシ

ティの推進  

 

 
 

 性 別 や年 齢 、人 種 、国 籍 、障 がい

の有 無 等 にかかわらず、すべての

人 が互 いにさまざまな違 いを認 め

合 い、尊 重 し、思 いやりを持 って協

力 し合 うことで多 様 な人 材 が活 躍

し、共 存 できる社 会の実 現 に向け、

幅広い年代への理解浸透に努めま

す。 

●施策の方向●  



－ －

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●施  策●  

事業名  内容  担当部署  

6６  
三重県男女共同参画

センターなどの活用  

男女共同参画に関する各種講

座への参加促進及び施設の活用

を図ります。 

男女共同参画室  

6７  

関係機関・事業所・

各種団体との連携に

よる啓発の推進  

三重労働局など関係機関及び各

種団体と連携し、男女共同参画に

関連した情報交換や、事業所など

におけるチラシ・ポスター等の掲示

による男女共同参画に関する啓発

を行います。 

男女共同参画室  

商業振興労政課  

6８  
男女共同参画推進

団 体 などへの支 援 

男女共同参画を推進している各

種団体を支援するとともに、地域

における男女共同参画の促進を図

ります。 

男女共同参画室  

 

 

⑰  男女共同参画推進

のための連 携 体 制

づくり  

 

 
 

男 女 共 同 参 画 に関 する各 種 講

座への参加を促進するとともに、男

女共同参画を推進する団体と連携

した啓 発 、地 域 における男 女 共 同

参画の促進を図ります。  

●施策の方向●  
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●数値目標●  

数値目標項目  取組内容  
現状値  

R3 
目標値  

R9 担当部署  

男女共同参画フォ

ーラム参加人数  

実 行 委 員 会 （ 公

募 市 民 ） と 行 政 と

の協 働 で開 催 する

フ ォ ー ラ ム を 通 じ

て、市 民 の男 女 共

同参画意識の高揚

を図ります。  

280 人 
700 人

（毎年）  
男女共同参画室  

津市男女共同参画

条例の認知度  

津 市 男女共同参

画 都 市 宣 言 ・ 津 市

男女共同参画推進

条例について、図書

特設コーナーなどを

通じて周知・啓発を

行います。 

31.9％  50.0％ 男女共同参画室  
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配偶者などからの暴力（ＤＶ）

男女雇用機会均等法

男女共同参画社会

ジェンダー（社会的・文化的に形成された性別）

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

女性活躍推進法

女子差別撤廃条約

ポジティブ・アクション（積極的改善措置）

見たり聞いたりしたものはない

わからない

N=2645




